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帝国日本における「日本人」とは‐植民地出身者の法的地位と戸籍 

2012年 11月 23日       遠藤 正敬（早稲田大学台灣研究所招聘研究員） 

 

2012年はサンフランシスコ平和条約の発効（1952年４月28日）から60周年となる。現在4

世、5世の世代になる在日コリアンはこの日から「外国人」となった。奇しくも2012年7月

に外国人登録法が廃止され、日本の入管法制は大きな転換点を迎えた。「大日本帝国」の時

代から今日まで旧植民地出身者の国籍と戸籍をめぐる法的地位がどのように処遇されてき

たのか。「日本人」はどのように創り出されてきたのか。 

 

１、日本の植民地統治における国籍問題―植民地出身者は「日本臣民」であった 

☆植民地住民の国籍決定 

日本は1895年の台湾獲得を機に植民地統治を開始。1905年南樺太獲得、1910年韓国併合 

植民地住民の国籍については、基本的に領土変更に関する当事国間の条約において領土

住民の国籍選択に関する規定が設けられ、個人の自由意志を形式的に尊重。 

1895年5月の下関条約第5条第1項→2年以内に財産を処分して台湾を退去する者以外は「日

本国臣民ト視做スコトアルヘシ」→日本国籍を与えるかどうかは日本政府の裁量次第。 

⇔1910年8月の韓国併合条約にはこうした規定はなく、「韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル

一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス」（第1条）として国家そのものの併合

であるため、すべての朝鮮人が無条件で日本の管轄権の下に置かれた→すべて「日本臣民」 

○国籍法と植民地 

日本の国籍法：1899年3月16日法律第66号として公布、同年4月1日施行。父系血統主義 

→台灣には1899年6月、樺太には1923年4月に国籍法を施行。 

朝鮮のみ国籍法は施行されず→朝鮮人は日本国籍離脱の自由を奪われる  

←在外朝鮮人は 19世紀後半から間島など満洲地方に集中し、1909年日清間で結ばれた「間

島協約」で間島における土地の所有権を認められていた。 

国籍法を朝鮮に施行しなかった理由：①領域外における朝鮮人抗日運動を取り締まるため 

②日本の在満権益を拡張していく先兵として在満朝鮮人を利用するため、 

⇒朝鮮人に対する管轄権を保持するには帰化による日本国籍離脱を抑止する必要があった

（遠藤正敬『近代日本の植民地統治における国籍と戸籍』明石書店、2010参照）。 

 

2、戸籍と「帝国臣民」の峻別－民族の境界線となった戸籍 

◎戸籍とは？－個人の出生、死亡、婚姻、養子縁組などの身分関係を「家」ごとに登録する

⇔欧米では教会登録簿から発展した個人単位の身分登録。中国の戸籍は一種の居住登録。 

1871年｢壬申戸籍｣⇒日本に居住するものを「臣民」として登録☚天皇は戸籍に載らない！ 

「原日本人」はここから始まる 

→1898年の戸籍法（1898年法律第 12号） 
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第 170条 戸籍ハ戸籍吏ノ管轄地内ニ本籍ヲ定メタル者ニ付キ之ヲ作成ス 

日本ノ国籍ヲ有セザル者ハ本籍ヲ定ムルコトヲ得ズ（下線、報告者） 

★戸籍に登載される者は日本国籍を有する者に限られる⇒戸籍は「家」を媒介として、血

統に基づいて天皇の「万世一系」が賞揚される「国体」のイデオロギーと結びつく 

☆戸籍が民族の帰属を示す標識となる⇒帝国の領土において統一的な戸籍法は制定されず 

朝鮮：1922年 12月 18日に朝鮮戸籍令（1922年総督府令第 154号)が公布。 

樺太：1908年に「土人戸口規則」(1908年樺太庁令第 17号)施行→樺太戸籍となる 

日本人住民の占める割合が圧倒的に大きかったため、唯一、1924 年に内地の戸籍法が施

行され、アイヌも 1932 年 1 月から適用を受けたが、アイヌ以外の先住民は除外、「土人

戸口規則」の適用を受け、「樺太土人」と総称された。 

台湾：1905年 12月に戸口規則（1905年総督府令第 93号）に基づき台湾住民の戸口調査簿

が編製された。1932年 11月からこれを台湾人の「戸籍簿」として扱うものとした。 

「家」（本籍）が内地・朝鮮・台湾のどこにあるか→「日本人」「朝鮮人」「台湾人」の表示 

さらに本籍が内地／外地（領土における異法領域、すなわち台湾、朝鮮、樺太など）の

いずれにあるかにより内地人／外地人の区別が発生 →へたくそな図を参照 

⇒各地域の間で本籍そのものを移動することは禁止←異民族の識別と分断 表のように分布 

ただし、外地人と内地人の間で、あるいは朝鮮人と台湾人のように外地人同士で、つまり戸籍法の異な 

る地域の間で婚姻や養子縁組などによって入籍や除籍といった戸籍上の変動が発生した場合、戸籍の処理 

事務を円滑にするための手続法として「共通法」（1917年法律第 39号）が制定された。 

共通法第 3条第１項「一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル」 

家の所在地はあくまで不動であり、人が地域をまたいで家の出入りをする場合のみ、そ

の結果として民族籍に変動が生じることが認められた。血統よりも家が民族の画定において優

位に立ち、個人が家に従属するという原理。例えば、生来の日本人でも朝鮮戸籍に登録された者

－婚姻や養子縁組によって日本の「家」を出て朝鮮の「家」に入った者－は「朝鮮人」とされる 

※ 1932年に独立国家として樹立された「満洲国」では、戸籍法・国籍法はともに制定されず。 

多様な民族構成のために統一的な「満洲国人民」の資格を画定できなかった。代わりに 1940年 

「暫行民籍法」（康徳 7年勅令第 197号）により本籍・出生地・居住地・種族等を登録する「民籍」

を編製。だが、日本人・朝鮮人は日本国籍を保持し、内地戸籍・朝鮮戸籍がそのまま適用された。 

戸籍の代わりに指紋により「苦力」や「匪賊」、そして一般住民をも管理→「国民手帳」 

 

○戸籍に左右される国籍の機能－ 

参政権と兵役＝国籍と不可分の権利義務⇒戸籍法（内地戸籍）適用の有無が実質的要件 

・兵役―内地人服役の原則。兵役法(1927 年法律第 47 号)は国民兵役の対象を「戸籍法ノ

適用ヲ受クル者」すなわち内地人に限定←国家の危急存亡に際しては生来の日本人にしか

確固たる忠誠心を期待しえなかった。だが、太平洋戦争末期、兵役法からこの戸籍条項を

削除し、朝鮮人（1943年）・台湾人（1944年）に兵役義務を賦課 
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・参政権―衆議院議員選挙法(1889 年法律第 3 号)は外地に施行されず、内地居住の植民地

出身者しか参政権を行使できず。1945年 4 月同法改正(1945 年法律第 34号) により朝鮮･

台湾在籍者も納税要件（！）つきで参政権が認められたが、総選挙は行われないまま終戦 

欧米の植民地統治では－市民権の付与について植民地人を差別することはあった 

米国統治時代のフィリピン人は「米国籍」でも公民権はなし⇔日本のような方法は特殊 

ナチス・ドイツでは－ユダヤ人識別のため、家族簿にアーリア人の血統であることを記載 

ユダヤ人は「国民」だが「公民」ではない。参政権や公務就任権なし。アーリア人との結婚は禁止 

 

表   外地における人口の内訳（1940年度国勢調査） 

単位：人 

※ ：アイヌも「内地人」に含む                                                               

出典：外務省条約局編『外地法制誌第 7部 日本統治下の樺太』外務省、1969、p.7． 

 

★「日本臣民」の区分－戸籍を基準とした民族の境界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、皇民化政策における急所としての戸籍問題 

日本政府の殖民地統治における基本方針：内地延長主義（徐々に同化していく主義） 

総力戦体制と皇民化政策－第二次世界大戦勃発後、国民徴用令（1939 年勅令第 451 号）

も 1944年 5月から植民地にも適用され、植民地出身者の動員は無差別化 

地域 内地人 現地人 現地人以外

の外地人 

外国人 合 計 内地人比率

（％） 

朝鮮 

台湾 

樺太 

関東州 

南洋群島 

707,742 

312,386 

394,605（※） 

198,188 

 77,011 

23,547,465 

5,510,259 

   396 

1,158,083 

  50,648  

  226 

 2,376 

19,540 

 6,934 

 3,479 

70,892 

 47,062 

  352 

 4,129 

  120 

24,326,327 

 5,872,083 

 414,891 

1,367,334 

 131,258 

 2.9 

 5.3 

95.1 

 14.5 

 58.6 

 民族の区分 識別の基準 国内法上の相違 

内
地
人 

日本人  

内地戸籍 

・兵役義務あり 

・外地に勤める官

僚は在勤加俸 

 

樺太アイヌ 

外
地
人 

台湾人 台湾戸籍 兵役義務なし 

（1942年まで） 

 
朝鮮人 朝鮮戸籍 

樺太「土人」 樺太戸籍 
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⇒「内鮮一体」の実現として 1940年 2月朝鮮人に日本式の「氏」を名乗らせる「創氏改名」

が実施されたが、氏を日本人と同じにしても朝鮮人は内地に本籍を置くことができないの

は差別であるといった朝鮮人からの反対意見。 

兵役の代償として、植民地出身者の内地転籍の自由化－これにより朝鮮人・台湾人も「日

本人」になれる－を認める法案が日本政府（朝鮮総督府、内務省）において検討された。 

⇔内務省は 1944年 11月 12日付「朝鮮人及台湾人ノ移籍ニ関スル諸問題」と題した文書に

おいて「移籍ハ戸籍ニ関スル単純ナル手続上ノ問題トハ考ヘ難ク、民族ノ混淆
、、、、、

、同化乃至
、、、、

純粋保持等ニ関スル根本問題
、、、、、、、、、、、、、

ヲ包蔵シ、朝鮮人及台湾人ニ対スル民族政策竝ニ日本民族ノ

将来ニ関スル長久ノ方策ノ根本ニ関スルモノナリ」（傍点、報告者）として反対（遠藤、『近

代日本の植民地統治における国籍と戸籍』参照）戸籍問題は皇民化における急所であった 

☚日本は太平洋戦争において、米英への対抗イデオロギーとして平等の立場でアジア諸民

族が包摂されるという「大東亜共栄圏」を掲げたが、戸籍による差別は維持し続けた。 

同化主義を徹底するならば「帝国臣民」として戸籍を一元化するべきであるが、これは

「日本人」の血統的な優位性を安定させるには阻害要因☛同化主義と差別主義の使い分け 

 

４、戦後における旧植民地出身者の「外国人」化 

ポツダム宣言受諾による日本降伏→大日本帝国は解体。朝鮮・台灣・樺太などが独立。 

✑戸籍制度の温存－新憲法制定をはじめとした民主化。非民主的な家制度は廃止され、総

司令部は日本政府に戸籍を個人単位の登録制度に改めるよう要求。司法省は戸籍はあくま

で家族の登録であると抵抗し、戸籍法は改正法として 1947年 12月公布（法律第 224号） 

戦後、朝鮮戸籍・台湾戸籍はどうなった？←日本の領土変更は連合国との講和条約締結

によりはじめて効力を発するとの見解に立つ日本政府は、外地を前提とする法令は講和条

約成立までは効力をもつものとしていた➡朝鮮戸籍、台湾戸籍、そして共通法は引続き有

効とされ、朝鮮人、台湾人、内地人の間で婚姻、認知、養子縁組、離婚等があった場合の

内地－朝鮮－台灣における戸籍の変動も従前通りとされた1948年 10月 15日民事局長回

答（民事甲第 660号）（村上朝一編『戸籍（上）』青林書院、p.50）。 

◆日本政府は、日本にある朝鮮人・台湾人は日本国籍を保持するとの見解 

1945年 12月 1 日第 89回帝国議会（衆議院）で堀切善次郎内相の答弁：朝鮮人及び台湾人

は「講和条約ノ締結マデハ尚ホ帝国ノ国籍ヲ保有シテ居ル者ト考ヘラレマス」。総司令部も

在日朝鮮人は本国に帰還しない以上日本国籍を保持するものとみなす（1946年11月発表）。 

しかし、旧植民地出身者の参政権（正確には外地における参政権）は 1945年 12月停止。

1946年後半、朝鮮人の計画引揚が終了、55万人以上の朝鮮人が日本での残留を選んだ  

日本政府は外国人登録令を 1947年 5月 2日史上最後の勅令第 207号として公布施行。その

第 11条「台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については当

分の間、これを外国人とみなす」という両義的扱い←外国人登録の対象となる「朝鮮人」とは

「朝鮮戸籍令の適用を受けるべき者」を指す（1947年 6月 21日付内務省通達）。 
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◎1951年 9月 8日日本はサンフランシスコ平和条約に調印→1952年 4月 26日発効 

平和条約第 2 条(a)項及び(b)項に、日本国は朝鮮の独立を承認し、朝鮮及び台湾に関す

る｢すべての権利、権原及び請求権を放棄する｣と規定していたが、日本から分離する領土

に帰属する人々（朝鮮人・台湾人）の国籍に関する規定はなし。 

★1952 年 4 月 19 日付「平和条約発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の

処理について」と題する法務府（現法務省）民事局長の通達。 

 (1) これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国

籍を喪失する 

 (2) もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の

身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であって、条約

発効後も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を保有する 

 (3) もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組

等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は

台湾人であって、条約発効とともに日本の国籍を喪失する        (下線、遠藤) 

要するに、平和条約発効の時点で、朝鮮戸籍又は台湾戸籍に入籍していた者は、「朝鮮人」

又は「台湾人」。一方、内地戸籍に入籍していた者は「日本人」。前者のみ日本国籍を喪失

←戸籍主義に則した国籍処理。本通達による国籍処理は、日本政府の正式見解となった。 

平和条約発効日に公布施行された外国人登録法(1952 年法律第 125号)および出入国管

理法(略称、1952年法律第 126号)が公布施行。国籍法が血統主義(1985年まで父系のみ)を

原則とする以上、日本に生まれ育ち、二世三世と日本に生活の根を下ろしても「外国人」

として、退去強制の対象となり、新たに指紋登録が導入された(実施は 1955年から)外国人

登録の適用を受け、住民登録も対象外とされた←2012年 7月に住民基本台帳法が適用。 

指紋押捺、戦後補償問題、就職差別、外国人学校問題☚「外国人」だから「日本国民」と

平等に扱われないのは“当然”として権利の主張は退けられてきた。これらの問題は、平

和条約発効時に旧植民地出身者に国籍選択の自由を認めていれば、ほとんどが「外国人」問

題とはならなかった。日本の戦後処理は歴史的反省に立った人道的配慮を欠落。 

 

ま と め 

大日本帝国では、植民地人を対外的には「日本国籍」として画一的に管理する一方、対内

的には戸籍によって生来の「日本人」と差別―「○○人」を決めたのは血統よりも「家」への帰属 

この戸籍に基づく差別が戦後の「外国人」化に利用された☛「国籍」って何なのか？ 

戸籍という植民地時代のくびきに朝鮮人・台湾人は戦後も縛られた。 

今日、在日外国人の帰化は年間 1万人を超え、2011年度は 5,662人のコリアンが帰化 

だが、外国人参政権問題の議論にみられるように、依然として日本社会では帰化者も対象

とした排外主義が発現しやすく、「国籍」というより「血」への信仰が根強いのでは？ 

だが、「日本人」なるものを決定してきたのは「血」にあらず、国家権力であった 


